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訴訟の判決確定のお知らせ 

 

当社は、2020年２月７日付で株式会社archimetal.jpおよび同社代表取締役大屋和彦氏並びに長谷

川ビジネスソリューションズ構造設計一級建築士事務所代表長谷川幸夫氏こと相馬幸夫氏（以下、

「株式会社archimetal.jpら」）に対し、東急目黒線西小山駅前の商業施設建設の係る建築基準法等

に関する法令違反に対する是正措置の工事費用等の損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、判

決が確定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１、判決のあった年月日及び裁判所 

（１）年月日：2023 年６月２８日 

（２）裁判所：東京地方裁判所 

 

２．訴訟の経緯 

当社は、2019 年から東急目黒線西小山駅前の商業施設建設を進めてまいりましたが、株式会社

archimetal.jp らによる建築基準法等に関する法令等違反が判明し、是正措置により当社が被った

工事費用等の損害賠償請求、訴訟を提起しました。 

 

３．判決確定の内容 

2023 年７月 15 日付で控訴及び上告の期限が終了し、株式会社 archimetal.jp らにより控訴等の

手続きがなされなかったことから、archimetal.jp らに対する計９，４２７万円の損害賠償支払い判

決が確定いたしました。 

 

４．今後の見通し 

本件による当社の当期連結業績へ重要な影響を与える事象が発生した場合には、速やかにお知ら

せします。 

 

 
 

以上 

 
 


